
令和７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業

補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、エネルギー、食料品等の高騰の影響により運営経費の増額

が見込まれる障害福祉サービス事業所等の安定的かつ継続的な事業運営

を支援するため、障害福祉サービス事業所等を運営する者に対し、予算

の範囲内において令和７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰

対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、白岡市補助金等の交付手続等に関す

る規則（平成１０年白岡町規則第１号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において「障害福祉サービス事業所等」とは、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく障

害福祉サービス等を提供する施設及び事業所をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は

、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 令和８年１月１日時点において、別表障害福祉サービス種別の欄に

掲げる障害福祉サービス等を提供する障害福祉サービス事業所等とし

て埼玉県知事に指定されていること。 

⑵ 市内で障害福祉サービス事業所等を運営していること。  

⑶ 補助金の申請日時点において障害福祉サービス事業所等を休止して

いないこと。 

⑷ 補助金の申請日の属する月の翌月の末日までに、障害福祉サービス

事業所等の休止又は廃止を行う予定がないこと。 

⑸ 令和７年４月１日から同年１１月３０日までの間に障害福祉サービ

ス等の提供実績があること。 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対

象者としない。 

⑴ 暴力団（白岡市暴力団排除条例（平成２５年白岡市条例第２号）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又

は暴力団若しくは暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。

）と密接な関係を有する者 

⑵ 本市が実施する事業者向けの物価高騰対策支援に係る補助金を同一

会計年度中に受ける予定の者又は受けた者 

⑶ その他市長が適当でないと認める者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表区分の欄に掲げる区分に応じ、同表補助金額

の欄に掲げる額とする。ただし、当該区分ごとに同表障害福祉サービス

種別の欄に掲げる複数の障害福祉サービス等を提供している場合は、こ

れらを合計した額とする。 

（交付申請等） 

第５条 規則第６条第１項の申請書の様式は、様式第１号の令和７年度白

岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金交付申請書

兼請求書（以下「申請書兼請求書」という。）のとおりとする。 

２ 規則第６条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は

要しないものとし、同項第３号に規定する市長の定める事項を記載した

書類は、様式第２号の令和７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価

高騰対策支援事業補助金請求金額内訳表とする。 

３ 補助金の申請は、原則として障害福祉サービス事業所等を運営する者

が対象事業所について一括で行うものとする。 

（申請期限） 

第６条 申請書兼請求書の提出期限は、令和８年２月２７日とする。 

（交付決定等） 

第７条 規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第３号の令和

７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金交

付決定通知書のとおりとし、同条第２項の規定による通知は、様式第４



号の令和７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業

補助金不交付決定通知書により行うものとする。 

（交付決定の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、交付決定の内容に変更が生じた場合、速やかに様式

第５号の令和７年度白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援

事業補助金交付決定変更申請書（以下「変更申請書」という。）に変更

の内容を確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更

をすることが適当であると認めたときは、様式第６号の令和７年度白岡

市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金交付決定変更

通知書により通知するものとする。 

（決定の取消し等） 

第９条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。 

⑴ 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき

。 

⑵ その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定による取消し又は返還の通知は、様式第７号の令和７年度

白岡市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業補助金交付決定

取消通知書により行うものとする。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 



２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、こ

の告示の失効前に支給した補助金に係る第９条の規定については、この

告示の失効後も、なおその効力を有する。 

別表（第３条、第４条関係） 

区分 障害福祉サービス種別 補助金額 

入所系 施設入所支援 定員１人当たり １１，０

００円 

通所系（障

害者） 

生活介護 

就労継続支援Ｂ型 

１事業所当たり ６４，０

００円 

通所系（障

害児） 

児童発達支援 

児童発達支援センター 

放課後等デイサービス 

１事業所当たり ３２，０

００円 

※同一法人が同じ所在地に

存する障害福祉サービス事

業所等で複数のサービス種

別の障害福祉サービス等を

提供している場合は、いず

れか１サービスのみ補助の

対象とする。 

居住系 共同生活援助 １事業所当たり ６４，０

００円 

訪問系・相

談系 

居宅介護 

重度訪問 

行動援護 

同行援護 

保育所等訪問支援（同一建

物内で児童発達支援又は放

課後等デイサービスを実施

している場合を除く。） 

計画相談支援 

１事業所当たり ３２，０

００円 

※同一法人が同じ所在地に

存する障害福祉サービス事

業所等で複数のサービス種

別の障害福祉サービス等を

提供している場合は、いず

れか１サービスのみ補助の

対象とする。 



障害児相談支援事業 

地域移行支援 

地域定着支援 

 


